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公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告します。 

 

令和８年４月１７日 

 

川崎市長  福 田  紀 彦      

 

 

 

１ 趣 旨 

本業務は、川崎港におけるカーボンニュートラルポート（以下、「ＣＮＰ」

という。）の形成を図るため、港湾法第５０条の２第１項の規定に基づく港湾

脱炭素化推進計画として、令和５年度に策定した川崎港港湾脱炭素化推進計画

（以下、「ＣＮＰ形成計画」という。）の推進に必要な支援を行うほか、川崎港

の公共岸壁における船舶向けの低脱炭素電力の供給（以下、「電力供給手法」

という。）に向けた取組について、検討、調査するものです。 

これらの業務を委託するにあたり、受託候補者を特定するため公募型プロポ

ーザルを実施するものです。 

 

２ 委託業務の概要 

(1) 件 名 

令和８年度川崎港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けた 

検討調査業務委託 

(2) 内 容 

仕様書のとおり 

(3) 履行期限 

令和９年３月３１日 

(4) 契約上限額 

１２，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

(5) 担当部課 

川崎市港湾局港湾経営部経営企画課（担当 田中） 

住 所 川崎市川崎区宮本町１番地 

電 話 ０４４－２００－３０６２ 

Ｅメール 58keiki@city.kawasaki.jp  

川崎市公告第777号
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３ 提案資格 

当該業務に係る受注を希望する者（以下「提案者」という。）は、次の条件

をすべて満たしていなければなりません。 

(1) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でない

こと。 

(3) 川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「２０調査・測定」、種目「９９そ

の他の調査・測定」に登録されていること。なお、登録申請中である場合

は、提案内容の審査及び評価に当たって行うヒアリング（８(1)参照）実施

日までに登録されることを条件に、当該事項を満たしているものとします。 

 

４ 契約締結までの日程（予定） 

募集開始 令和８年４月１７日（金） 

参加意向申出書提出締切 令和８年４月２３日（木）１７時（必着） 

質問受付期限 令和８年４月２３日（木）１７時（必着） 

提案資格確認結果通知 令和８年４月３０日（木） 

質問回答 令和８年４月３０日（木） 

提案書類提出期限 令和８年５月２１日（木）１７時（必着） 

提案書等に関するヒアリング 令和８年５月２９日（金） 

審査結果通知 令和８年６月上旬 

契約締結 令和８年６月上旬 

 

５ 参加意向申出書の提出等 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次によりプロポーザル参加意向申出

書（以下「参加意向申出書」という。）（第１号様式）を提出しなければなりま

せん。 

(1) 提出期限 

令和８年４月２３日（木）１７時必着 

(2) 提出場所 

２(5)に同じ 

(3) 提出方法 

郵送又は持参 

(4) 提案資格確認結果通知書の交付 

参加意向申出書を提出した者に対しては、提案資格の確認の結果を令和８

年４月３０日（木）までに提案資格確認結果通知書（第２号様式）により通

知します。「参加意向申出書」に記載のある連絡担当者 E-mail 宛て電子メー

ルで送付する予定です。 

当該業務委託について提案資格を有するとの確認通知を受けた者が、提案
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を辞退する場合は、辞退書により届け出なければなりません。 

(5) 提案資格の喪失 

(4)により通知を受けた者が資格確認後において、次のいずれかに該当す

るときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出さ

れた提案書及び行われた提案は無効とします。 

  ア 「３ 提案資格」を満たさないこととなったとき 

  イ 参加意向申出書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき 

  ウ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき 

  エ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 

 

６ 関連情報を入手するための照会窓口等 

本業務等に関する質問がある場合は次によりお問い合わせください。 

(1) 照会窓口 

２(5)に同じ 

(2) 受付期限 

令和８年４月２３日（木）１７時（必着）  

(3) 照会方法  

電子メールとします。なお、指定様式での照会のみ受け付けます。 

(4) 質問に対する回答 

公平を期すため、質問内容と合わせ、回答をすべての提案者に対し令和８

年４月３０日（木）までに電子メールで送付します。 

 

７ 当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書（以下「提

案書」という。）等の提出 

(1) 提出書類 

企画提案書、見積書、業務実績および担当者の経験等を示す書類を次のと

おり提出してください。提案者は、期日までに次の書類を提出してください。

書類作成に当たっては「９(1) 評価項目及び着眼点」を参照してください。 

ア 企画提案書 

(ｱ) 企画提案書の書式は任意によるものとし、A4 サイズで提出すること。 

(ｲ) 企画提案書の枚数は片面 10 枚（又は両面 5枚）以内とします。（表

紙は含まず。カラー・白黒は問いません。） 

(ｳ) 各調査について、川崎港の公共岸壁における停泊船舶向けの低脱炭

素電力供給の手法や条件効果を検討する必要があることに留意し、調

査を行う際の方針を明らかにしたうえで、調査手法を具体的に提案し

てください。 

(ｴ) 年間スケジュールを図示してください。 
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イ 見積書 

(ｱ) 様式は自由とします。 

(ｲ) 見積額とその積算の根拠を示し、企画提案内容と整合性が取れたもの

としてください。 

ウ 会社概要 

(ｱ) 「提案書様式１」を使用してください。 

(ｲ) 「職員数」については、正社員及びそれに準ずる社員数を記入してく

ださい。（臨時職員は含みません。） 

(ｳ) 「担当予定技術者」について、外部従事者がある場合は「所属部署、

肩書き」の欄に所属機関名を記入してください。 

(ｴ) 「業務実績」には、過去５年以内の同種又は類似の業務について記入

してください。なお、川崎市から受託した業務がある場合は同種、類似

の業務に限らず記入してください。 

エ 担当予定技術者の経歴等 

(ｱ) 「提案書様式２」を使用してください。 

(ｲ) 同種又は類似の業務において１件以上の実績を有する者を担当予定

技術者としてください。 

(ｳ) 担当予定技術者全員について作成してください。 

(ｴ) 「業務経験」には、過去５年間に従事した同種または類似の業務につ

いて記入してください。 

(ｵ) 「専任性」については、本様式を作成する時点で担当している業務件

数、本業務への概ねの従事割合を記入してください。 

(ｶ) 「アピール」には、表彰実績や社会貢献活動等、業務以外での特筆す

べき点を記入してください。 

(ｷ) 担当予定技術者の人数制限はありませんが、やむを得ない理由がな

い限り、本企画提案書の提出以降、人数及び人員の変更は認められませ

ん。退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、委託者の了解

が必要となります。 

(ｸ) 当該業務の実施体制・組織が分かる資料を添付してください。なお、

当該業務のうち、第三者に再委託する部分がある場合は、その部分も含

めて記入してください。 

(2) 提出部数 

ア (1)アからエについて、それぞれ紙面にて１部ずつ提出してください。 

イ 併せて、電子データ（pdf 形式）をＣＤ－Ｒ等に格納し、別途提出して

ください。 
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(3) 留意事項 

ア 必要に応じ、次のサイトを参照してください。 

(ｱ) カーボンニュートラルポートの形成 

  https://www.city.kawasaki.jp/580/page/0000125613.html 

 (ｲ) 川崎市地球温暖化対策推進基本計画 

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000133741.html 

      （ｳ）川崎カーボンニュートラルコンビナート構想 

     https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/57-1-17-0-0-0-0-0-0-0.html 

イ 実施に係る費用については、原則として契約上限額の範囲内に含める

こととしますが、本業務に有効と考える手法の実施にあたり、契約上限

額を超えて費用が必要な場合はその旨明記してご提案ください。 

(4) 提出期限 

令和８年５月２１日（木）１７時（必着） 

(5) 提出場所 

２(5)に同じ 

(6) 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。）とします。な

お、持参の場合は事前連絡の上、９時から１７時までの間にお越しください

（ただし１２時から１３時を除く。また土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く。）。 

(7) その他 

ア 書類作成・提出に伴う費用は、提案者の負担とします。 

イ 提出いただいた提案書等は返却しません。 

 

８ 提案内容の審査及び評価方法 

 評価にあたり、提案書等について３０分程度のヒアリング（プレゼンテー

ション２０分、質疑応答１０分程度）を実施いたします。 

(1) 日時 

令和８年５月２９日（金）を予定しています。時間は後日指定します。 

(2) 場所 

川崎市役所本庁舎１６階会議室（川崎市川崎区宮本町１）を予定していま

す。 

(3) ヒアリング当日の留意事項 

ア 事前に提出した提案書を画面に投影して説明してください。ＰＣは御

自身で御用意ください。 

イ 本業務の担当予定者によるプレゼンテーションを実施してください。 

(4) 評価結果の通知 

 評価結果については、全ての提案者に通知します。 
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９ 提案内容の評価基準 

次に定める評価項目及び着眼点に基づき、提案書の書類審査及びヒアリング

により評価を行います。評価項目ごとに採点します。 

(1) 評価項目及び着眼点 

 ア 情報収集力・現状分析力 

(ｱ) 停泊船舶向けの電力供給に係る最近の動向や他都市等の事例につい

ての情報収集や現状分析ができているか 

(ｲ) 川崎港のカーボンニュートラル関係施策について、情報収集や現状

分析ができているか 

 イ 企画力 

(ｱ)調査について、川崎港の公共岸壁における停泊船舶向け低脱炭素電力

の供給が実施されることを見据えて、その調査手法を具体的に提案で

きているか 

(ｲ)周辺事業者等への影響を抑えつつ、最も効率的かつ効果的に進める必

要があることに留意した上で、具体的な調査手法を提案できているか 

 ウ 専門性・独自性・創造力 

(ｱ) 業務の実施に必要な専門的知識やノウハウを有することが分かる提

案ができているか 

(ｲ) これまでの業務実績等を活かすなど、提案者ならではの強みを活か

した提案ができているか 

 エ 実行力 

(ｱ) スケジュール、実施手法などが実現可能な内容となっているか 

(ｲ) 市の方針を十分に理解しており、実施効果を期待できる提案となっ

ているか 

 オ 実施体制 

(ｱ) 業務の実施に必要な体制を確保できているか 

 カ 業務への積極性 

(ｱ) 業務に対する取組姿勢に積極性があるか 

 キ 提案内容と見積額の整合性 

(ｱ) 提案内容と見積額の整合性が取れているか 

 (2) 評価点 

各項目１０点を満点とし、「優秀：１０点、 良好：９～７点、 普通：６

～４点、 劣る：３～０点」と点数化して評価するものとします。 

なお、「９(1) イ 企画力」「９(1)ウ 専門性・独自性・創造力」「９(1) 

エ 実行力」の３項目については、重点項目として集計時にそれぞれ２倍す

るものとします。 

(3) 受託候補者の特定 

すべてのプレゼンテーション終了後、各委員が評価を行い、最も高い合計

点を獲得した提案者を受託候補者として特定します。 
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(4) 評価が同点となった場合の措置 

集計の結果、合計点が同点となった場合は、評価委員で協議の上、委員長

が決するものとします。 

(5) 留意事項 

ア 合計点が満点の６割未満となった提案者については、受託者として特

定しないものとします。 

イ 提案者が１者のみであっても審査は実施し、合計点が満点の６割以上

となった場合、当該提案者を受託候補者とします。 

 

10 その他  

(1) 本件に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川崎市契約規則によります。

川崎市契約規則を含む契約関係規程は、川崎市ホームページの「入札情報か

わさき」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)の「契約関係

規程」から閲覧することができます。 

(2) 要請手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円とします。 

(3) 契約書の作成を要し、作成及び提出に要する費用は受託者の負担とします。 

(4) 契約保証金について、川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は免除

します。 

(5) 業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託することはできません。 

(6) 本業務における一切の成果物は、すべて委託者に帰属します。 

(7) 本業務を遂行する上で知り得た情報については、市の了承を得ることなく

第三者に漏らすことはできません。 
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